
第２次草津市障害者計画体系

基本理念
障害のある人もない人も、誰もがいきいきと輝けるまち

～共に生きる社会・インクルーシブな社会の実現を目指して～

基本目標および施策の体系

目標１：すべての人権が守られ、一人ひとりの尊厳が保たれる
施策１：障害と障害のある人への理解の促進

施策２：権利擁護と虐待の防止

目標２：いのちと健康を守ることができる
施策３：疾病等の予防と早期発見・早期対応

施策４：精神保健福祉対策の強化

施策５：保健・医療の充実

目標３：安心して日常生活がおくれる
施策６：相談体制の強化

＜重点的取組＞ 基幹相談支援センターの設置

施策７：日常生活支援の充実

＜重点的取組＞ 生活介護のサービス量の確保

施策８：住まいの確保

＜重点的取組＞ グループホームの整備等の促進

施策９：家族等への支援の充実

施策10：経済的負担の軽減

施策11：制度の維持と適正運用

目標４：ともに育ち、学び、遊び、輝ける
施策12：発達支援の充実

＜重点的取組＞ 医療的ケアの必要な子どもへの支援の充実

施策13：就学前教育・保育の充実

施策14：学校教育の充実

施策15：放課後児童対策の充実

施策16：文化・スポーツ活動等の促進

施策17：就労支援と雇用環境整備の促進

目標５：地域共生社会づくりが進んでいる
施策18：情報受発信の充実

施策19：地域福祉活動の促進

施策20：バリアフリー化の推進と移動の確保

。

施策１ 障害と障害のある人への理解の促進

※ 福祉についての教育の充実

施策２ 権利擁護と虐待の防止

※ 成年後見制度の普及

施策３ 疾病等の予防と早期発見・早期対応

施策４ 精神保健福祉対策の強化

施策５ 保健・医療の充実

※ 障害の予防・早期発見・保健指導体制の充実

※ 自宅での適切な医療的ケア

※ 医療、リハビリテーションの充実

施策６ 相談体制の強化

※ 相談できる場所、人等の充実

施策７ 日常生活支援の充実

※ 保護者などがいなくなった後の生活支援の充実

※ 障害者の福祉サービスの充実

施策８ 住まいの確保

※ 障害者にとって住みやすい家が準備されていること

施策９ 家族等への支援の充実

※ 一時的な負担軽減や家族同士の交流促進

施策10 経済的負担の軽減

※ 手当などの経済的支援の充実

施策11 制度の維持と適正運用

※ 障害福祉サービスの適正供給

施策12 発達支援の充実

施策13 就学前教育・保育の充実

施策14 学校教育の充実

施策15 放課後児童対策の充実

※ 成長に切れ目のない支援、就学前教育・保育の充実、

障害の状況や教育的ニーズに応じた適切な指導

施策16 文化・スポーツ活動等の促進

※ スポーツ・レクリエーション・文化活動の推進

施策17 就労支援と雇用環境整備の促進

※ 就労移行支援、ジョブコーチ等による就労定着支援の

一層の推進

施策18 情報受発信の充実

施策19 地域福祉活動の促進

※ 情報提供と意思疎通支援の充実

※ 災害発生時の避難支援体制の強化、避難生活における

安全・安心の確保

施策20 バリアフリー化の推進と移動の確保

※ 交通機関などのバリアフリーのまちづくりの推進

課題 第３次草津市障害者計画体系

基本目標および施策の体系

目標１：すべての人権が守られ、一人ひとりの尊厳が保たれる
施策１：障害と障害のある人への理解の促進

施策２：権利擁護と虐待の防止

＜重点的取組＞ 障害のある人が安心して生活できるよう、権利擁護、

虐待防止についての推進

目標２：いのちと健康を守ることができる
施策３：疾病等の予防と早期発見・早期対応

施策４：精神保健福祉対策の強化

施策５：保健・医療の充実

＜重点的取組＞ 精神障害者の自立に向けた取組の推進

目標３：安心して日常生活がおくれる
施策６：相談体制の強化

＜重点的取組＞ 地域のニーズに即した地域生活支援拠点の整備・充実

施策７：日常生活支援の充実

施策８：住まいの確保

施策９：家族等への支援の充実

施策10：経済的負担の軽減

施策11：制度の維持と適正運用

目標４：ともに育ち、学び、遊び、輝ける
施策12：発達支援の充実

＜重点的取組＞ 医療的ケアの必要な子どもへの支援の充実

施策13：就学前教育・保育の充実

施策14：学校教育の充実

施策15：放課後児童対策の充実

施策16：文化・スポーツ活動等の促進

＜重点的取組＞ 全国障害者スポーツ大会や大会のレガシー等を踏まえた、

障害者スポーツの推進

施策17：就労支援と雇用環境整備の促進

目標５：地域共生社会づくりが進んでいる
施策18：情報受発信の充実

施策19：地域福祉活動の促進

＜重点的取組＞ 福祉、防災の関係者が連携した個別避難計画等の策定、

障害特性に配慮した事故や災害時の情報伝達体制の整備

施策20：バリアフリー化の推進と移動の確保

資料６

基本理念
障害のある人もない人も、誰もがいきいきと輝けるまち

～共に生きる社会・インクルーシブな社会の実現を目指して～


